
 
一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書 

 
１ 審査の対象 

(1)  令和６年度東庄町一般会計歳入歳出決算 
(2)  令和６年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 
(3)  令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 
(4)  令和６年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算 
(5)  令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算 
(6)  令和６年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算 

   
２ 審査の期間 
  令和７年７月２２日及び８月７日 
 
３ 審査の経過 
  令和７年６月２３日付け、総第１４８号をもって審査に付された令和６年度

東庄町一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査にあたっては予

算の執行が議決の本旨及び地方自治法第２条第１４項に規定された住民の福祉

の増進を図り、経済性・効率性を念頭に運用されているか、又会計経理事務が

法規に準拠して正確かつ適正に処理されているか等に検討を加え、提出された

関係諸帳簿及び証拠書類等を精査し、合わせて関係職員の説明を聴取する方法

により慎重に審査した。 
 
４ 審査の結果 
  審査に付された各会計の歳入歳出決算書は、関係法令に則り作成され、計数

は関係諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については、概ね所期の目

的に沿ってなされており、内容も正当なものと認定した。 
また、財産に関する調書は、財産状況・異動状況についての計数も正確であ

ると認められた。 
 
５ 決算の概要 
  令和６年度における一般会計と各特別会計の決算総額単純合計は、歳入で

11,056,070 千円、前年度と比較して、313,874 千円(2.8％)の減、歳出では

10,353,775 千円、前年度と比較して、103,880 千円(1.0％)の減となっている。 

  歳入歳出差引額（形式収支額）は、702,295 千円であり、翌年度へ繰越すべ

き財源 22,672 千円を控除すると実質収支額は 679,623 千円、前年度と比較して、

131,333 千円(16.2％)の減となった。 

   



年度 歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額 形 式 収 支 額 翌年度繰越財源 実 質 収 支 額

6 7,324,557 6,865,572 458,985 22,672 436,313

5 7,595,202 7,000,686 594,516 101,333 493,183

4 7,218,635 6,449,320 769,315 40,915 728,400

6 1,630,419 1,565,774 64,645 64,645

5 1,732,355 1,637,032 95,323 95,323

4 1,895,403 1,666,823 228,580 228,580

6 224,044 223,280 764 764

5 201,765 200,788 977 977

4 189,082 188,449 633 633

6 182,343 132,369 49,974 49,974

5 188,012 128,931 59,081 59,081

4 178,599 123,197 55,402 55,402

6 48,401 34,982 13,419 13,419

5 35,692 28,092 7,600 7,600

4 28,103 22,553 5,550 5,550

6 1,646,306 1,531,798 114,508 114,508

5 1,616,918 1,462,126 154,792 154,792

4 1,595,852 1,455,085 140,767 140,767

6 3,731,513 3,488,203 243,310 243,310

5 3,774,742 3,456,969 317,773 317,773

4 3,887,039 3,456,107 430,932 430,932

6 11,056,070 10,353,775 702,295 22,672 679,623

5 11,369,944 10,457,655 912,289 101,333 810,956

4 11,105,674 9,905,427 1,200,247 40,915 1,159,332
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６ 総括的評価 

 ⑴ 普通会計・一般会計 

①  財政力指数（普通会計） 

    地方公共団体の財政力を評価するために一般的に用いられる指標で、

標準的な財政の需要（基準財政需要額）に対する収入（基準財政収入額）

の割合を示す指数である財政力指数は、令和６年度において 0.420（令和

４年度 0.418、令和５年度 0.421、令和６年度 0.421 の平均値）となり、

前年度の指数 0.414 から 0.006 ポイント増となった。 

引き続き財政基盤強化の取り組み継続に努められたい。 

 

  ② 経常収支比率（普通会計） 

    財政構造の弾力性を評価するために用いられる指標で、経常的な経費

に充当された一般財源（経常経費充当一般財源）が経常一般財源に占め

る割合を示すものである。この比率は、通常 70～80％の間にあり、80％

を超えると財政が硬直化しているものとされている。 

本町における過去３ヶ年の比率は、令和４年度 86.0％、令和５年度

86.9％、令和６年度 92.7％と推移しており、前年度と比較して 5.8 ポイ

ントの増で、硬直化傾向である。 

引き続き経費抑制に努め、経常収支比率の改善に努力されたい。 

 

③  財源内訳及び性質別歳出の状況（一般会計） 

    歳入における財源内訳は、自主財源 37.2％、依存財源 62.8％であり、

自主財源比率が前年度と比較して 0.2 ポイントの増となった。 

歳出における性質別歳出の構成比は、消費的経費 69.4％（前年度と比

較して 7.6 ポイントの増）、投資的経費 8.3％（前年度と比較して 7.4 ポ

イントの減）、公債費 7.4％（前年度と比較して 1.1 ポイントの増）、積立

金 4.4％（前年度と比較して 1.4 ポイントの減）、繰出金 8.9％（前年度と

比較して 0.1 ポイントの増）となっている。 

積立金の減少及び投資的経費の減額が見られるが全体のバランスを鑑

み、適正な予算管理に努められたい。 

 

④  町税の滞納及び不納欠損（一般会計） 

    令和６年度町税における不納欠損額は 3,487 千円、前年度と比較して

3,881 千円の減、収入未済額は、現年度課税分及び滞納繰越分を合わせて

49,542 千円、前年度と比較して 2,895 千円の減であった。 

町税全体の徴収率は、令和４年度 96.0％、令和５年度 96.2％、令和６

年度 96.6％と上昇しており、成果を上げている。 

滞納者へのきめ細やかな納税相談に加え、財産調査や差押えなどの積

極的な執行で、徴収率は９０％台の高いレベルを維持している。収税担

当者を中心とした職員の努力を評価するものである。 



徴収率は、税の公平性の確保や健全な財政運営の根幹をなすものであ

るため、収税担当だけでなく広く職員間で情報を共有しながら、今後も

徴収率の維持向上を望むものである。 

 

⑵ 特別会計 

①  国民健康保険特別会計 

国保税の不納欠損額は、3,524 千円、前年度と比較して 2,238 千円の

減、収入未済額は 55,756 千円、前年度と比較して 7,091 千円の減となっ

た。収入未済額は、昨年に引き続き減少している。 

国保税全体の徴収率は、令和４年度 81.4％、令和５年度 82.5％、令和

６年度 83.9％と上昇している。徴収率については年々改善されており、

根気強い地道な徴収事務の成果と思われる。被保険者数の減少は、人口

減少や高齢化、社会保険加入者の増加によるものと見られるが、町民の

健康と安心出来る生活を守る保険制度であるので、町民の理解を得なが

ら、適正な運営に臨まれたい。 

 

②  後期高齢者医療特別会計 

後期高齢者医療保険料の徴収率は、令和６年度 99.9％（前年度と比較

して 0.2 ポイントの増）と上昇しており、特別徴収の割合が高いことを

含めても高水準を保っていることを評価したい。 

保険給付費については、町民一人当たりの医療費が上昇し、団塊の世

代の加入に伴う支出の増加も考えられる。今後も健全な運営を維持すべ

く納付手続きや保険制度について、高齢者の理解を得られるよう、引き

続き丁寧な対応と周知を実施されたい。 

 

③  食肉センター特別会計 

事業収入は 123,256 千円、前年度と比較して 9,348 千円(7.0％)の減と

なった。 

食肉センターにおいては、物価・燃料高騰及び処理頭数が減少した中

黒字を維持しており、運営努力を評価したい。しかしながら、今後も食

肉センターを継続していくためには、老朽化した排水処理施設の更新が

必要と思われる。土地及び資金の確保等設備の更新について、時期を定

め具体的な計画を進められたい。 

なお、財政調整基金については、不測の事態に備えて対応できるよう

引き続き財源確保に努められたい。 

 

④  訪問看護ステーション特別会計 

事業収入は 23,277 千円、前年度と比較して 5,807 千円(33.2％)の増で

あり、一般会計からの繰入金は 17,506 千円、前年度と比較して 4,844 千

円(38.3％)の増となった。 



なお、事業費については 34,982 千円、前年度と比較して 6,890 千円

(24.5％)の増であった。令和６年度は、利用者数・訪問件数ともに増加

している。 

今後も更に医療機関との連携を強化して、住み慣れた自宅で過ごした

いという町民が求めるサービスに応え、在宅医療の充実に取り組んでい

ただきたい。 

 

⑤ 介護保険特別会計 

介護保険料の徴収率は 99.0％で、依然高水準を保っていることを評価

したい。 

なお、保険給付費については 1,356,646 千円、前年度と比較して 40,924

千円(3.1％)の増となった。高齢化が進み、予算規模は拡大している。「東

庄町介護保険事業計画（第９期）」に基づく介護予防の推進や保険給付費

の適正化などを通じ、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができる

よう介護保険制度の安定的な運営を図られたい。 

 

 ⑶ 歳計現金及び基金 

  ① 財政調整基金 

    過去５ヶ年の財政調整基金の推移は、次のとおりである。 

令和 ２年度   904,800 千円（前年度と比較して 250,136 千円の増） 

令和 ３年度   904,813 千円（前年度と比較して    13 千円の増） 

令和 ４年度  1,204,831 千円（前年度と比較して 300,018 千円の増） 

令和 ５年度  1,394,851 千円（前年度と比較して 190,020 千円の増） 

令和 ６年度  1,365,875 千円（前年度と比較して  28,976 千円の減） 

一連の事業が終了した近年は着実に積み立てができており、経費の削

減と効率的な行政運営により余剰を蓄えた成果である。基金は、町民に

対して安心と安全を与える目安として大切なものであり、今後の政策を

左右する重要なものである。自然災害や緊急的災害など不測の事態に備

える為にも、今後も確保に努められたい。 

 

  ② 公共施設整備基金 

    公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化による施設の更新費用に備

え、有効な基金運用を検討されたい。 

 

  ③ 町民バス購入基金 

    大型バス購入から 20 年以上が経過し、町民バス更新の検討時期と考え

られる。町民の利用状況に適した車両と基金額を考慮し、公共施設整備

基金との統合も検討しつつ購入について計画されたい。 

 

７ 総括的意見 



  一般会計決算における財政状況は、歳入総額が 7,324,557 千円、前年度と

比較して 270,645 千円（3.6％）の減、歳出総額は 6,865,572 千円、前年度と

比較して 135,114 千円（1.9％）の減となり歳入歳出差引額は 458,985 千円と

なった。 

また、翌年度へ繰り越すべき財源 22,672 千円を差し引いた実質収支額は

436,313 千円の黒字であった。 

  財政指標では、財政力を示す指標として用いられる財政力指数は、「１」に

近いほど財政に余裕があるといわれ、本町は、0.420 であった。 

なお、参考として令和５年度決算の指標となるが、実質収支比率は県内２

位、経常収支比率は県内７位でそのうち人件費は県内６位となっており、県

内市町と比較しても財政規模は小さいながらも安定した数値で、健全財政を

保っていると見られる。 

  財政運営においては、人件費を抑え設備投資を最小限に留めてきた堅実な

安定運営の継続に加え、「東庄町債権管理条例」を新たに制定し更なる債権管

理に努めていることを大いに評価したい。しかしながら、これまで控えてい

た大規模な施設整備等を今後実施する場合は、厳しい財政運営を迫られるこ

とも考えられる。地方交付税の財源確保に努め、国・県の補助金について要

望や提案を積極的に行い、国・県の交付金・補助金を有効に活用されたい。 

町の将来を見据えた長期的な計画を立て、老朽化する町内施設の長寿命化

を図り、かつ有効的に活用し、町民が必要とする事業を限りある財源で適正

に実施されたい。 

今後も歳入の増収・歳出の縮減に取り組みつつ事務の効率化を進め、歳出

縮減が職員の負担増加に繋がることのないよう、また町民の視点と社会情勢

に沿った運営を持続されることを望む。 



公営企業会計決算審査意見書 

 

１ 審査の対象 

⑴  令和６年度東庄町水道事業会計決算 

⑵  令和６年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算 

 

２ 審査の期間 

  令和７年７月２２日 

 

３ 審査の経過 

  令和７年６月２３日付け、総第１４９号をもって審査に付された各会計の

決算が公営企業会計の一般原則に準拠して作成されているか確認するととも

に、各会計の地方公営企業法第３条の規定に則した財政運営状況並びに決算

書の計数、関係諸帳簿及び証拠書類等を精査し、関係職員の説明を聴取する

方法により慎重に審査した。 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された各会計の決算書は、関係法令に則り作成され、計数は関係

諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については、概ね所期の目的に

沿ってなされており、内容も正当なものと認定した。 

 

５ 決算の概要 

⑴  東庄町水道事業会計 

   収益的収支は、事業収益が 440,419 千円で、前年度と比較して 16,831 千

円（4.0％）の増であり、そのうち営業収益 351,502 千円、営業外収益 88,917

千円となっている。営業外収益は、主に県から 29,082 千円、前年度と比較

して 15,195 千円の増、町の一般会計から 50,000 千円で、前年度と同額、

合わせて 79,082 千円の補助を受けている。 

   収益的支出は、398,758 千円、前年度と比較して 29,883 千円（8.1％）の

増で、そのうち営業費用 396,706 千円、営業外費用他が 2,052 千円となっ

ており、その結果 41,661 千円の純利益が生じている。 

   資本的支出（消費税を含む）は、113,312 千円、前年度と比較して 56,461

千円（99.3％）の増で、そのうち建設改良費に 104,527 千円、企業債償還

金（元金分）に 8,210 千円、固定資産取得費 575 千円を支出し、不足額は

当該年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保

資金で補てんしている。 

   業務の状況については、年度末給水戸数が 3,989 戸（前年度と比較して

13 戸の減）、給水人口が 10,860 人（前年度と比較して 104 人の減）となっ

た。 

   また、年間有収水量は 1,546,881 ㎥（前年度と比較して 3,187 ㎥の増）、



有収水量率は、91.3％、（前年度と比較して 3.1 ポイントの減）であった。 

     

⑵  東庄町国民健康保険東庄病院事業会計 

   収益的収支は、病院事業収益が 1,143,334 千円で、前年度と比較して

55,437 千円(5.1％)の増、そのうち医業収益が 618,467 千円、福祉サービス

収益が 219,894 千円、医業外収益が 302,947 千円となっている。町の一般

会計からの繰入金は、334,000 千円と前年度と比較して 56,000 千円の増と

なった。 

病院事業費は、1,079,344 千円、前年度と比較して 11,236 千円（1.1％）

の増で、そのうち医業費用が 750,022 千円、福祉サービス費用が 279,556

千円、医業外費用が 49,035 千円となっており、その結果 63,990 千円の純利

益が生じた。 

   資本的収支は、資本的収入が 76,078 千円、前年度と比較して、45,708

千円(37.5％)の減となった。町の一般会計からの繰入金は 75,000 千円で前

年度と比較して 8,033 千円の減となった。資本的支出は、140,364 千円、前

年度と比較して、27,813 千円（16.5％）の減で、そのうち建設改良費（消

費税を含む。）に 54,047 千円、企業債償還金（元金分）に 86,317 千円を支

出し、不足額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度

分損益勘定留保資金で補てんしている。 

   業務の状況は、入院・入所延数が 18,773 人（前年度と比較して 896 人の

増）、外来延患者数が 26,043 人（前年度と比較して 399 人の減）となって

いる。 

 

６ 総括的意見 

⑴  東庄町水道事業会計 

   令和６年度決算における業務実績については、給水戸数は前年度と比較

して 13 戸減少し、水道普及率は 86.8％で前年度より 1.1 ポイントの増、年

間給水量については、1,695,090 ㎥で前年度より 60,214 ㎥増加（3.7 ポイ

ントの増）となっている。行政区域内の人口減少が続く中で安定した事業

運営がなされている。 

  事業費用が定常的に推移しているため、黒字決算を維持してはいるが、

給水原価 251.44 円（前年度と比較して 19.12 円の増）、供給単価 222.14 円

（前年度と比較して 0.51 円の増）で、料金回収率は 88.35％となり、昨年

度と比較すると7.05ポイントの減となった。料金回収率が 100％を下回り、

給水にかかる費用は、水道料金収入以外の町・県からの補助金収益等で賄

われている状況が続いている。今後の給水原価の改定や耐用年数を経過し

た水道施設の維持管理費用を考慮すると、据え置きとしてきた水道料金に

ついて、見直しが必要な時期と思われる。また、長期的な水道管更新計画

の策定、自然災害や施設老朽化による突発的な工事発生への対応に備え職

員の体制を強化し、飲料水の安定供給と健全運営の持続に努められたい。 



 

⑵  東庄町国民健康保険東庄病院事業会計 

令和６年度決算の業務実績は、年間外来患者数・入院患者数ともに新型コ

ロナウイルス感染拡大前に回復したと見られ、令和６年４月に療養病床４８

床を定員４６人の介護医療院に転換後、初めての決算となった。入院・入所

利用率は、65.9％（昨年度と比較して 4.8 ポイントの増）となり、健全経営

の指標の一つである 70％台には達することができなかったものの、介護医

療院開設に伴う努力が感じられる。病床利用率は医業収益に直結するもので

あるので、引き続き、医師を含め職員の連携を高めて更なる利用率向上に取

り組まれたい。 

修正医業収支比率については、75.71％で医業費用を医業収益で賄える状

況とされる 100％には及んでいない。経営面では、近年これまでにない厳し

い状況が続き繰入金が増額傾向ではあるが、地域医療の砦として医師等の確

保に努め、今後も住民に寄り添った医療の提供と適正な資金管理を望むもの

である。 

   また、令和６年度はオーシャンプラザ非常用発電機更新工事、デジタル

眼底カメラ更新、インシデントレポート管理システム更新等を行い、安全

な医療と介護を維持していくために必要な機器を整備した。今後も旭中央

病院と連携し、地域に於ける保健・医療・福祉・介護施策の拠点としての

役割を果たされたい。 

施設全体の老朽化に伴う修繕については、施設設備の延命と事業継続を考

慮し、今後も適正な工事を実施されたい。地域医療構想や国保東庄病院経営

強化プランを踏まえて、大規模改修等の長期計画を見据えて体制を強化し、

引き続き健全運営に臨まれたい。 

   


